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平成２４年度薬価制度改革に向けた全体的な論点整理について 

（後発医薬品関連） 

 

 

Ⅰ 新規に収載される後発医薬品の薬価算定 

 

新規に収載される後発医薬品の薬価は、注射用薬及び外用薬につ

いては、現行ルールどおりとするが、内用薬については、初回薬価改

定時の下落率や収載品目数の多さなどを勘案し、以下のとおり取り扱う

こととしてはどうか。 

①  初回薬価改定時までは、先発医薬品の薬価の０.７倍とすることを

基本としつつも、後発医薬品の収載希望品目数が１０品目を超え

た場合は、先発医薬品の薬価の０.６倍とすることとしてはどうか。 

②  初回改定の後は、最低の価格に合わせることを基本としつつ、既

収載の後発医薬品と合わせて１０品目を初めて超えた場合は、

最低の価格の０．９倍としてはどうか。 

なお、当初算定値が「最低薬価」を下回る場合は、「最低薬価」として

はどうか。 

 

 

Ⅱ 既収載の後発医薬品の薬価改定 

 

現行ルールでは、市場実勢価格に基づく算定値が最高価格の２０％

を下回るものについては統一名収載している。この現行ルールを維持

しつつ、さらに算定値が最高価格の２０％以上３０％未満の後発医薬品

については、銘柄別収載方式を維持しつつも、これらをひとつの薬価と

して収載してはどうか。 

また、市場実勢価格に基づく算定値が最高価格の３０％以上の後発

医薬品については、算定値が一定割合（３％）以内の複数のものをひと

つの薬価として収載してはどうか。 

なお、ひとつの薬価として収載する場合、その薬価は算定値の加重

平均値としてはどうか。 
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